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「公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ）」資格更新講習会

１．総合評価落札方式の取り組み（工事）

1.1 公共工事の品質確保の促進に関する法律の概要
1.2 総合評価方式の概要
1.3 沖縄総合事務局における総合評価実施状況
1.4 沖縄総合事務局における工事の低入札状況
1.5 H23年度落札者の価格順位と技術評価順位の関係
1.6 沖縄総合事務局における総合評価落札方式の運用
1.7 あらたな取り組みの試行
1.8 透明性の向上

『公共工事の品質確保の促進に関する法律』
１．公共工事の品質確保に関す
る基本理念および発注者の責

務の明確化

２． 『価格のみ競争』から『価格
と品質で総合的に優れた調達』

への転換

３．発注者をサポートする仕組み
の明確化

公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的に優れた内容の契約がな
されることにより確保されなければ
ならないことを明記
（第３条第２項）

・工事の経験等、技術的能力に関する
事項を審査（第１１条）
・技術提案を求める入札（第１２条）
・技術提案についての改善が可能
（第１３条）

・技術提案の審査の結果を踏まえた予
定価格作成（第１４条）

外部支援の活用による発注者支援
（第１５条）

不良・不適格業者の参入

発注者の能力差

厳しい財政状況

品質低下の懸念

独禁法改正の動
き

民間技術力の向
上

欧米の先行事例 談合
ダンピングの増加

政府の策定する「基本方針」に基づき、各発注者は必要な措置を講ずる（第９条）

1.1 公共工事の品質確保の促進に関する法律」の概要
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・「価格」 と 「価格以外の要素」 とを、総合的に評価して落札者を決定する方式

価 格

＜価格競争＞

○『公共工事の品質確保
の促進に関する法律』

平成17年４月

○『入札談合の再発防止
対策について』

平成１７年７月

品質

安全性

環境

性能

省資源

ライフサイ
クルコスト

価 格

1.2 総合評価方式の概要（総合評価方式のポイント・意義）

＜総合評価＞

技術的能力を有する者が施工することにより、工事品質の確保・向上が図られる。
・工事目的物の性能の向上
・長寿命化・維持修繕費の縮減・施工不良の未然防止等による総合的なコスト縮減 等

民間企業が技術力競争を行うことによりモティベーションの向上が図られ、技術と経営に優
れた健全な建設業が育成される。

価格だけによらない競争が行われることにより、談合が行われにくい環境が整備される。
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総合評価方式価格競争

A社

B社

C社

A社

B社

C社

低 高 低 高

高

低

入札価格入札価格

価
格
以
外
の
要
素
の
評
価

「価格」のみで競争
「価格以外の要素（技術力）」を

加えた総合的な評価による競争

最も安い

入札価格を

提案した業者
= 落札業者

最も高い

評価値を

提案した業者
= 落札業者

落札 落札

A社 B社

1.2 総合評価方式の概要（価格競争と総合評価方式）
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除算方式加算方式

得点率を上げても評価値は一次的にしか増加しない一
方で、入札率を下げると評価値は累加的に増加する。

得点率を上げるよりも入札率を下げる方が高い評価値を
得やすいため、競争参加者は品質向上（得点率の向上）
よりも、施工コストを下げる技術開発またはダンピングに
よる応札（入札率の低下）を行う傾向が強くなる。

得点率、入札率の項が独立しており、それぞれに対して
評価値が一次的に変化する。

工事の難易度、規模等に応じて価格と技術の配点を適
切に設定することにより、品質向上（得点率の向上）と施
工コスト縮減（入札率の低下）のバランスがとれた応札が
期待できる。

入札率

評
価
値

得点率

評
価
値

（高） （低） （低） （高） 入札率

評
価
値

得点率

評
価
値

（高） （低） （低） （高）

評価値＝

標準点＋加算点
入札価格

100＋加算点満点×得点率
予定価格×入札率

入札価格
技術評価点

＝評価値＝
評価値＝価格評価点＋技術評価点

評価値＝Ａ×（１－入札率）＋Ｂ×得点率

入札価格 得点
予定価格 加算点満点

入札率＝ 得点率＝

価格のみの競争では品質不良や施工不良といったリスク
が懸念される場合に、施工の確実性を実現する技術力を
評価することでこれらリスクを低減し、工事品質を確保す
る観点から、価格に技術力を加味する指標。

VFM（Value for Money）の考え方によるものであり、技術
提案により工事品質のより一層の向上を図る観点から、
価格あたりの工事品質を表す指標。

概

念

算

定

式

の
特

性

1.2 総合評価方式の概要（加算方式と除算方式）
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1.2 総合評価方式の概要（施工体制確認型）

予
定
価
格

落札者

標準点

～200点

総合評価落札方式において、調査基準価格を下回る応札者に対して品質確保体制を厳し
く審査・評価し、技術評価点に反映させることによりダンピングによる品質の低下を排除。

＝評価値
技術評価点

入札価格

評価値が最高の者が落札者

【導入前】
技術評価点＝標準点（１００点）＋技術提案加算点（１０～５０点）

【導入後】
技術評価点＝標準点（１００点）＋技術提案加算点（１０～７０点）＋施工体制評価点（３０点）

～170点

100点

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

技術評価点

施工体制評価点

調
査
基
準
価
格

○低入札調査基準価格

予定価格の70%から90%までの範囲内で
工事ごとに下記の算定式で定める。

直接工事費×95%
＋共通仮設費×90%

＋現場管理費×７０％
＋一般管理費×30%

品質確保の体制を審査要素として加味
・品質確保の実効性（15点/5点/0点）
・施行体制確保の確実性（15点/5点/0点）

※施工体制ヒアリングに用いる資料
・明細書、単価表、資材購入先、労務者の確保・配置計画
・建設副産物の搬出先、過積載防止の確認確認
・品質確保体制、安全衛生管理体制‥‥等
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平成18年度から本格導入し、平成19年度以降の実施率は、ほぼ１００％
総合評価方式以外は、競争参加者なしにより指名競争に移行したもの

※発注件数は、予定価格250万円以上で随意契約除く件数
※沖総局開建部では、H19年より一般競争入札の対象工事を250万円以上としている。

1.3 沖総局における総合評価実施状況（実施率）

年度
発注件数

（A)

総合評価方式のタイプ 総合評価

簡易型 標準型
高度技術提

案型
実施件数

（B）
実施率
(B)/(A)

H17年度 255 1 1 2 0.8%

H18年度 307 267 8 3 278 90.6%

H19年度 303 283 19 0 302 99.7%

H20年度 296 278 15 2 295 99.7%

H21年度 263 212 49 1 262 99.6%

H22年度 279 192 86 1 279 100.0%

H23年度 305 199 102 1 302 99.0%
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1.4 沖総局における工事の低入札状況

年度
低入札調
査対象工
事件数

調査基準
価格未満
の件数

発生率
低入価格

者との契約
件数

低入札価
格者との契

約率

平成17年度 240 43 17.9% 43 100.0%

平成18年度 293 80 27.3% 78 97.5%

平成19年度 297 84 28.3% 1 1.2%

平成20年度 292 109 37.3% 1 0.9%

平成21年度 262 131 50.0% 0 0.0%

平成22年度 273 129 47.3% 0 0.0%

平成23年度 292 184 63.0% 1 0.5%

17.9%
27.3% 28.3%

37.3%

50.0% 47.3%

63.0%

100.0%
97.5%

1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.5%
0.0%

10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

調査基準価格未満の発生率

低入札価格者との契約率

調査基準価格未満での入札があった工事件数は年々上昇し、平成23年度は６３％発生
施工体制確認型（対象は1000万円以上の工事）を導入した平成19年度以降、調査基準

価格未満入札者との契約は、特異なケースを除き０％

88.5

82.2

86.5
87.3 87.6 87

88.3

78

80

82

84

86

88

90

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

落札率

落札率

調査基準価格未満での入札状況

※１ H18年度に総合評価落札方式を本格導入

※２ H19年度にダンピング対策として施工体制確認型を
導入。

※３ H20年、H21年、H23年と３度にわたり調査基準価
格を見直し
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技術1位以外

技術1位

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

価格1位
価格1位以外

16.9%

7.0%

32.3%

43.7%

標準型（Ⅰ型，Ⅱ型）

技術1位…

技術1位

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

価格1位

価格1位以外

16.9%

6.8%

54.4%

21.9%

1.5 H23年度落札者における価格順位と技術評価順位の関係

簡易型

価格順位が1位の落
札者‥７１．３％

技術評価による逆転‥２８．７％

価格順位が1位の落札者‥４９．２％

技術評価による逆
転‥５０．７％
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高度技術提案型を
適用する工事か。

高度技術提案型

Yes

No

工事技術的難易度評価の実施
（工事特性の把握）

難易度がⅢ以上あるいは
難易度Ⅰ、Ⅱにおいては、
技術提案により更なる品質
向上を図る必要があるか。

簡易型

No

Yes

難易度の高い技術が
必要な技術提案を求
めるか。

標準Ⅰ型標準Ⅱ型

YesNo

工事規模が5．8億円以上か

WTO
標準型

No

Yes

1.6 沖総局における総合評価落札方式運用（タイプ）

区分 評 価 事 項 配点 評価点

簡易型

①企業の技術力（技術提案
（簡易な施工計画））

５ ５点

４０点②企業の技術力（施工能力） ２５ ２５点

③企業の信頼性・社会性 ５
１０点

④地域課題への対応 ５

標準Ⅱ型

①企業の技術力（技術提案（施工計画）） ２０ ２０点

５０点
②企業の技術力（施工能力） ２０ ２０点

③企業の信頼性・社会性 ５
１０点

④地域課題への対応 ５

標準Ⅰ型

②企業の技術力（施工能力） １０

２０点
６０点

③企業の信頼性・社会性 ５

④地域課題への対応 ５

⑤企業の高度な技術力（VE提案） ４０ ４０点

高度技術
提案型

⑤企業の高度な技術力（VE提案）

※①～④を評価しても良い
（但し、WTO以外）

７０ ７０点 ７０点

WTO
標準型

⑤企業の高度な技術力（VE提案） ７０ ７０点 ７０点

総合評価方式タイプ毎の評価事項及び配点
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タイプ毎の評価項目及び標準配点

評価事項 評価項目
簡易型 標準Ⅱ型 標準Ⅰ型 高度技術提案型

備考
適用 配点 適用 配点 適用 配点 適用 配点

①企業の技術力 技術提案（簡易な施工計画、施工計画、ＶＥ提案） ◎ 5 ◎ 20 ◎ 40 ◎ 70
②企業の技術力
（施工能力）

②ｰ1
企業の施工実績

同種工事の施工実績 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

同種工事の施工規模 ◎ 10 - - - - - - 簡易型のみ適用

工事成績 ◎ 10 ◎ 10 ◎ 10 - -

低入札工事の工事成績 ◎ 0～-20 ◎ 0～-20 ◎ 0～-20 - -

優良工事表彰 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

工事事故等 ◎ 0～-10 ◎ 0～-10 ◎ 0～-10 - -

②-1小計 30 20 20 - -
②ｰ2
配置予定技術者の
能力

資格（舗装施工管理技術者） ○ (5) ○ (5) ○ (5) - - Ａｓ工事のみ適用

同種の施工経験 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

工事成績 ◎ 20 ◎ 20 ◎ 20 - -

優秀工事技術者表彰 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

継続教育（ＣＰＤ）の状況 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

ヒアリング

技術者の専門技術力 △ (5) △ (5) ◎ 5 ◎ -

当該工事の理解度・取組姿勢 △ (5) △ (5) ◎ 5 ◎ -

技術者のコミュニケーション力 △ (5) △ (5) ◎ 5 ◎ -

②-2小計 35(55) 35(55) 50(55) - -
②合計 55(85) 55(75) 70(75) - -
②配点 25 20 10 - -

③企業の信頼性・社
会性

地理的条件
社会的条件

地域内での拠点 △ (5) △ (5) △ (5) - -

近隣地域での施工実績 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

不発弾処理対策の実績 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

地元資材の活用率 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

災害協定締結の有無 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

基幹技能者の活用 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

③小計 25(30) 25(30) 25(30) - -
③配点 5 5 5 - -

④地域課題への対応 地域技能の活用 県内業者の下請活用の有無 ◎ 5 ◎ 5 ◎ 5 - -

加算点の配点合計 40点 50点 60点 70点

1.6 沖総局における総合評価落札方式運用（評価項目･配点）
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入札参加者が通常に比べ多く、かつ無効札が多いために技術審査の労力が無
駄となっている課題に対し、入札書と技術提案書を同時期の提出とし、入札価格
が予定価格を超過した者等を除き技術提案を審査する方式（無効者等の技術提
案を審査しない方式）を平成23年度から試行している。

（イメージ図）

全て開札

○のみ
開き審査

・・・
入札書

技術提案書

Ａ社

入札書

技術提案書

Ｂ社

入札書

技術提案書

Ｃ社

入札書

技術提案書

Ｄ社

入札書

技術提案書

Ｅ社

入札書

技術提案書

Ｏ社
予定価格ｵｰﾊﾞｰ 低入札辞退 予定価格ｵｰﾊﾞｰ

× ××
Ｂ社、Ｄ社、Ｅ社等の評価値を比較して落札者を決定 ×は開かない。

（手続きの流れ）

競争参加資格審査

入札書 技術提案書

開 札

事後審査

評 価 値

落札決定

予定価格以内
低入札辞退以外

完全
分離

【受注者の効果】
○配置予定技術者の確保期間が通常方式より短縮

公告～開札日までの期間が通常方式に比べ、約５日間短縮

（但し、質問～回答までの期間は従来どおり）

○技術提案の検討期間が通常方式に比べ長い
公告～技術提案検討期間は通常方式に比べ約２０日間増加

【発注者の効果】

○入札手続き期間の短縮

○審査労力が約２０～３０％軽減

1.7 あらたな取り組みの試行（事後審査方式）

※受注者の効果、発注者の効果は、北陸地方
整備局での分析結果
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1.7 あらたな取り組みの試行（二段階選抜方式）

入札参加者が通常に比べ多く、かつ無効札が多いために技術審査の労力が無
駄となっている課題に対し、入札書と技術提案書を同時期の提出とし、入札価格
が予定価格を超過した者等を除き技術提案を審査する方式（無効者等の技術提
案を審査しない方式）を平成23年度から試行している。

手
続
き
開
始
の
公
示

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

絞
り
込
み

通
知
・
資
料
の
提
出
依
頼

技
術
的
能
力
の
審
査

競
争
参
加
資
格
確
認
通
知

入
札

施
工
体
制
確
認

落
札
者
決
定
・契
約

１２日 ２２日 １０日 １７日
１０日 ６日

【３１者】 【１６者】 【１６者】
【１５者】

（施
工
計
画
）

辞退：０

１段階目の評価項目詳細
(選抜者数：10～15者程度)

30～40者の場合は、4割選
抜

企業の施工実績(12.5点)

配置予定技術者の能力(12.5
点)

地理的・社会的条件、地域技
能の活用(10点)

２段階目の評価項目詳細 技術提案 施工上配慮すべき事項(5点)

辞退：１

申
請
書
及
び
資
料
の
提
出

○効果：受注者（非指名者）、発注
者双方の審査労力の軽減

○課題：手続きの長期化
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技術提案における評価過程の透明性をより
一層向上させる観点から、入札参加者に対す
る技術提案等の採否に関する詳細な通知、評
価結果に関する問い合わせ及び面談を、平成
22年度から実施。

標準型（Ⅱ型・Ⅰ型）、高度技術提案型、ＷＴ
Ｏ方式が対象。

（通知の内容）

競争参加通知書に「○」「－」 ｢－※｣ 「×」を
記載

「○」 ： 加算点の付与の対象とする（実施義務有）
「－」 ： 加算点の付与の対象としない（ 〃 ）
｢－※｣ ：加算点付与の対象としない（〃、但し、要協議）
「×」 ： 実施不可

技術提案の評価内容に関する問い合わせ窓口

開発建設部 技術管理官

1.8 透明性の向上（技術提案等の採否の詳細通知）

第２回入札契約手続き運営委員会

競争参加資格確認通知書及び

技術提案書の採否に関する通知

採否に関する通知に対する問い合わせ

問い合わせに対する企業への回答

落札者決定

面談希望者の受付

問い合わせ窓口からの面談による説明

３日間（土日･祝日除く）

５日間（土日･祝日除く）

５日間（土日･祝日除く）

概ね５日間（土日･祝日
除く）

技術提案等の採否に関する詳細な通知フロー



「公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ）」資格更新講習会

２．総合評価落札方式の取り組み（業務）

2.1 業務の入札・契約方式
2.2 業務の発注方式の選定フロー
2.3 標準的な業務内容に応じた発注方式事例
2.4 建設コンサルタント業務の契約状況
2.5 総合評価落札方式における低入札対策

17

2.1 業務の入札・契約方式

競
争
入
札

随
意
契
約

指名競争入札

簡易公募型競争入札

公募型競争入札

標準プロポーザルプ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

簡易公募型プロポーザル

公募型プロポーザル

価格

価格

価格

価格＋技術力

技術力

技術力

技術力

価
格
競
争

総
合
評
価

落
札
方
式

価格＋技術力

価格＋技術力

一般競争入札 ※発注者支援業務

簡易公募型競争入札

公募型競争入札
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２．事前に仕様を確定可能
であるが、入札者の提示す
る技術等によって、調達価
格の差異に比して、事業の
成果に相当程度の差異が生
ずることが期待できる業務

１．当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技
術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づ
いて、仕様を作成するほうが最も優れた成果を期待できる
業務

②総合評価落札方式（標準型）

今後の発注方式今後の発注方式の選定フロー

① 当該業務の実施
方針と併せて、評価
テーマに関する技術
提案を求めることに
よって、品質向上を期
待できる業務

当
該
業
務
（
土
木
コ
ン
サ
ル
・
測
量
・
地
質
調
査
）

② 当該業務の実施
方針のみで、品質向
上を期待できる業務

３．入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付
すことにより品質を確保できる業務

価格点：技術点の割合

１：２ ～ １：３

③総合評価落札方式（簡易型）

価格点：技術点の割合

１：１※

①プロポーザル方式

④価格競争方式

・（選定段階で）資格、実績、成績

実施方針＋評価テーマ

・評価テーマ２つ以上の場合は１：３
・評価テーマ１つの場合は１：２

（総合評価型）
実施方針＋特定テーマ

（技術者評価型）
実施方針のみ

・実施方針（評価テーマは求めない）のみ

※業務の難易度に応じて１：２も使用可

2.2 業務の発注方式の選定フロー
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知

識

構想力・応用力

価格競争方式
総合評価落札方式

道路網整備計画検討

道路・橋梁等構造物景観設計
構造物予備・補修設計（大型、特殊）

トンネル設計

道路予備設計（中心線決定）

交通需要予測検討

環境アセスメント

道路概略設計
（路線比較検討、最適路線選定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路詳細設計

道路予備設計（用地幅決定）

各種資料作成

定期点検、緊急点検

交通量観測

構造物予備設計（一般）

構造物詳細設計（大型、特殊）

交差点設計（一般）

整備効果分析検討

環境調査（常時観測等）

事業評価

防災対策検討

ＰＩプロセス・社会実験実施

交差点設計（立体交差）

定期点検結果の診断

プロポーザル方式

道路・交通等現況分析

環境基礎調査（文献・現地調査等）

交通安全・渋滞対策等検討

2.3 標準的な業務内容に応じた発注方式 例（道路事業）
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H23年度の建設コンサルタント業務の発注件数は３４０件。うち、価格競争方式

が６９件（２０％）、総合評価落札方式が２２５件（６６％）、プロポーザル方式が４６
件（１４％）。プロポーザル方式が減り総合評価落札方式が増える傾向にある。
◆H23年度の平均落札率は８７．８％。毎年上昇傾向にある。

2.4 建設コンサルタント業務の契約状況

業務の発注方式別契約状況
H21年度 H22年度 H23年度

価格競争
97 63 69
27% 19% 20%

総合評価落札方式
112 211 225
31% 64% 66%

プロポーザル方式
157 57 46
43% 17% 14%

合計 366 331 340

80.6%
81.7%

82.7%

84.8%

87.8%

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

H19 H20 H21 H22 H23

平均落札率

落札率

97 63 69

112 211 225

157 57 46

0
50

100
150
200
250
300
350
400

H21年度 H22年度 H23年度

プロポーザル方式 総合評価落札方式 価格競争

※予定価格100万円以上で随意契約、役務等を除く。

23%
16%

22%

95%

52%

14%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

H21年度 H22年度 H23年度

調査基準価格未満

の発生率 価格競争

調査基準価格未満

の発生率 総合評価

低入札価格者との

契約率 価格競争

低入札価格者との

契約率 総合評価
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１．審査項目と内容 以下の４項目に
ついて「履行確実性」の審査を行う。

技
術
提
案
の
履
行
確
実
性
の
評
価

（
調
査
基
準
価
格
に
満
た
な
い
者
）

審査項目

② 担当技術
者に適正な
報酬が支払
われることに
なっているか

③ 品質管
理体制が確
保されてい
るか

④ 再委託
先への払い
は適正か

① 業務内容
に対応した費
用が計上さ
れているか

２．評価方法 審査結果を基に履行確実性の評価を行い、
評価に応じて「履行確実性」を付与する。

【総合評価点の算出方法】

価格評価点と技術評価点の配分＝１：１～１：３
技術評価点 ＝ 60点
価格評価点 ＝ 20～60×（１－入札価格／予定価格）

価格評価点 技術評価点
○ 総合評価点＝ ＋ 技術提案以外の評価点

＋
技術提案評価点×（履行確実性度）

３．技術評価点の算出イメージ

配置予定技術者
の経験・能力

技術提案評価点

①実施方針
②評価テーマに対

する技術提案

配置予定技術者
の経験・能力

技術提案評価点

①×α ②×α

技術評価点

履行確実性
評価前

履行確実性
評価後

注）「配置予定技術者の経験・能力」 配置予定技術者の資格・業務実
績・成績・表彰等

「技術提案評価点」 実施方針、評価テーマに対する技術提案に与
えられる評価点

【履行確実性の審査】

①業務内容に応じた必要経費の計上
②担当技術者に対する適正な支払の計上
③品質管理体制の確保
④再委託がある場合は適正な支払いの確認

「○」とした項目数 評価 履行確実性度

４ Ａ １．０

３ Ｂ ０．７５

２ Ｃ ０．５

１ Ｄ ０．２５

０ E ０

（審査の観点）

履行確実性評価は、総合評価落札方式で入札が行われる予定価格が１，０００万円を超
える業務が対象

※審査は業務担当課長以上が同席して実施。

2.5 総合評価落札方式における低入札対策(履行確実性の審査)



「公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ）」資格更新講習会

３．品質確保・生産性向上に向けた取り組み

3.1 監督・検査の法的位置付け
3.2 監督・検査の体系
3.3 監督業務の内容
3.4 監督の方法
3.5 留意事項
3.6 生産性向上の取り組み

会計法（M22制定）

○会計法第２９条の１１
（契約履行の確保）

契約担当官等は、工事又は
製造その他についての請負契
約を締結した場合においては、
政令の定めるところにより、自ら
又は補助者に命じて、契約の適
正な履行を確保するため必要
な監督をしなければならない。

② 契約担当官等は、前項に規
定する請負契約又は物件の買
い入れその他の契約について
は、政令の定めるところにより、
自ら又は補助者に命じて、その
受ける給付の完了の確認をす
るため必要な検査をしなければ
ならない。

○公共工事の検査は、会計法
に基づく給付の完了の確認に
必要な検査と地方整備局
工事技術検査要領に基
づく技術検査を同時に
実施してきた。

適正化法
（H13.4施行）

○適正化法律第15条
（適正化指針の策定）

国は、‥適正化指針を定めな
ければならない。

○適正化指針第2の4(1)
各省庁の長は、契約の適正な

履行の確保、給付の完了の確
認に加えて、受注者の適正な選
定の確保を図るため、その発注
に係る公共工事について、原則
として技術検査や工事の施工
状況の評価を行うものとする。

・工事成績評定要領を定め、公
表する。
・工事成績評定の結果を通知
する。
・工事成績評定の標準化に
つとめる。 等

品確法
（H17.4施行）

○監督・検査・成績評定に関す
る事項が盛り込まれ、これまで
整備局が制定していた要領等が
法律上位置付けられた。

○技術検査
品確法第6条による

発注者は、‥工事の監督及び
検査並びに工事中及び完成時
の施行状況の確認及び評価そ
の他の事務を適切に実施しなけ
ればならない。

○基本方針 第２、５

①公共工事の品質確保のため
に、技術検査と工事成績評定を
行う。

②工事成績評定は、発注者間で
相互利用を行う。

③低入札工事の監督について
は重点監督を行う。

④技術検査は、施工の節目等に
実施（中間技術検査）し、工事成
績評定に反映する。

給付のための検査
給付のための検査

技術検査
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3.1 監督・検査の法的位置付け



◆公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律（制定：平成12年11月27日）【適正化法】

◆公共工事の入札及び契約の適正化を図るため
の措置に関する指針（閣議決定：平成13年3月9日）

会計法（最終改正：平成14年12月13日）

予算決算及び会計令
（最終改正：平成16年4月1日）

【適正化法 第14条】

施工体制の適正化

【会計法 第29条の11】

契約の適正な履行の確保

【会計法 第29条の11第2項】

給付の完了の確認

公共工事の品質確保の促進に関
する法律（施行：平成17年4月1日）【品確
法】

公共工事の品質確保の促進に関
する施策を総合的に推進するため
の基本的な方針
（閣議決定：平成17年8月26日）

検 査監 督

地方整備局請負工事監督検査事務処理要領（事務次官通達
（平成6年3月31日）

第11 監督の技術的基準 第18 検査の技術的基準

土木工事監督技術基準（案）
（技術審議官通達 平成15年3月31日）

第3条 監督の実施
１．契約の履行の確認
２．施工状況の確認
３．円滑な施工の確保
４．その他

地方整備局土木工事

検査技術基準（案）
（技術審議官通達 平成15年3月31日）

第3条 工事実施状況の検査
第4条 出来型の検査
第5条 品質の検査

技 術 検 査

地方整備局工事
技術検査要領
（一部改正）
（事務次官通達 平成18年3月31日）

第6 工事成績の評定

地方整備局工事
技術検査基準
（新規策定）
技術審議官通達（平成18年3月31日）

【適正化指針4(1)】
工事成績評定の実施にに努める

工事成績評定
第3 評定の内容 平成19年3月30日改正

第4 評定者 請負工事成績評定要領（事務次官通達 平成13年3月30日）

第5 評定の方法
第6 評定の時期 一 工事成績 二 工事の技術的難易度

請負工事成績評定要領の運用について（技術審議官通達 平成13年3月30日）

１ 評価の方法：地方整備局工事成績評定実施要領
２ 評定者：技術検査官、総括技術評価官（総括監督員）、
主任技術評価官（主任監督員）

1 評価の方法：地方整備局工事技術的難易度評価実施要領
２ 評定者あ：総括技術剽官

【基本方針】第2の51 施工状況の評価を適切に実施しなければならない

【品確法第6条】

発注者の責務
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3.2 監督・検査の体系（H18.4以降）

第2章 監督 第3章 検査

契約の履行の確保 施工状況の確認 円滑な施工の確保 その他

契約図書の内容の把握
施工計画書の受理
施工体制の把握

契約書及び設計図書に基づ
く指示、承諾、協議、受理等

条件変更に関する確認、調
査、検討、通知

変更設計図書図面及び数量
等の作成

関連工事との調整
工事把握及び工事促進指示

工期変更の事前協議及びそ
の結果の通知

契約担当官等への報告

•工事の中止及び工期の延長
の検討及び報告

•一般的な工事目的物等の損
害の調査及び報告

•不可抗力による損害の調査及
び報告

•第三者に及ぼした損害の調査
及び報告
•部分使用の確認及び報告

•中間前金払請求時の出来高
確認及び報告

•部分払請求時の出来形の審
査及び報告
•工事関係者に関する措置請求

•契約解除に関する必要書類の
作成及び措置請求又は報告

事前調査等
指定材料の確認
工事施工の立会い

工事施工状況の確認（段階
確認）

工事施工状況の把握

建設副産物の適正処理状況
等の把握

改造請求及び破壊による確
認

支給材料及び貸与品の確認、
引き渡し

地元対応（事業損失等）
地元対応（騒音、振動等）
関係機関との協議・調整

現場発生品の処理
臨機の対応
事故等に関する措置
工事成績の評定
工事完成検査等の立会い
検査日の通知
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3.3 監督業務の内容

○監督は、検査だけでは契約の給付内容の履行確認ができないものについ
て、その履行過程において、設計図書（施工図、特記仕様書、共通仕様書
等）に基づき、施工状況確認、工程及び工事に使用する材料試験や品質確
認等により良質な工事目的物を確保するものである。

○工事請負契約書第９条（監督職員）に、監督職員の位置付けがなされてお
り、受注者側の現場代理人に対する指示、承諾または協議や設計図書の基
づく立ち会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検討
等の業務を行うことが明記されている。

○なお、「公共工事の品質確保のための行動指針」（H10.2建設省）では、

「工事の監督行為は、施工プロセスにおいて契約の履行状況を確認するた
めに、必要な範囲内で段階確認行為を行う程度にとどめることを基本とし、
受・発注者間の責任分担を曖昧にするような無用な指示や協議、コスト増に
つながるような不要な確認等を行うべきでない。」と明記されている。
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監督の方法（監督行為）は、

・指示（発注者が受注者に実施させること） ・承諾（受注者申し出た事項の同意）

・協議（発注者・受注者対等の合議） ・通知（発注者が受注者に必要事項を知らせること）

・受理（受注者責任の書類の受取） ・確認（受注者提出資料の適合を発注者が確認し認めること）

・立会（発注者が臨場確認すること） ・把握（受注者提出資料の適合を発注者が認識すること。受注者

に対して認めるものではない。）

を総称していう。 書面による対応が基本

土木工事監督技術基準より

3.4 監督の方法

★ 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が
対等な立場で合議し、結論を得ることをいう

★ 承諾とは、受注者が監督職員に対し書面で申し出た施工上必要な事項
について監督職員が書面により同意することをいう

協議は受注代金の変更も視野に入れる
（必要により打合せ簿に精算の明示）
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3.4 検査の内容・方法

１．検査内容（土木工事検査技術基準等）
①工事実施状況の検査：契約の履行状況、工事施工状況、工程管理、安全管理、施工体制
②出来型の検査：位置、寸法、出来型管理の記録と設計図書の比較
③品質の検査：品質、品質管理の記録と設計図書の比較
④出来映えの検査：仕上げ面、外観などを目視観察
⑤成績評定等の作成：工事成績評定、検査結果通知

２．検査の実施方法
①工事概要の把握

・監督職員→検査対象範囲、技術提案、受注者の履行状況・熱意・地元対応等
・受注者ヒアリング→施工計画内容、工事施工上の問題点とその対応等

②工事実施状況の検査：受注者ヒアリング、工事書類確認
・工程管理、安全管理、使用材料、施工状況、施工管理、環境対策、現場作業環境の確認

③出来形検査：工事書類確認、現地で実測

・実測による確認、施工管理資料から出来形をみる（出来型に係る資料（例えば、使用量等
を計算した書類）のチェック、出来型管理資料と出来型写真との突き合わせ等）
④品質検査：工事書類確認、現地で実測等

・設計図書の品質・規格・機能・操作性を満足する管理目標を定め、自主的に管理し、所定
の品質・規格どおり施工されているか確認。構造物が規格値を満足していること、工程が安定
していること。
⑤出来映えの検査：現地で目視確認

・一般的に出来映えのよくないものは、品質の面で注意の必要な場合が多い。出来型、品質
ともに、工事目的物が美しく機能的に仕上がっているかどうかが重要。
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■自主施工の原則（請負契約書 第１条 ３（総則）））

第３項は、施工方法等については、原則として、受注者がそ
の責任において定めることを明らかにし、施工主体としての受
注者の自主性を明文で保証したものである。したがって、発注
者は、工事の特殊性、安全確保等のために必要がある場合には、
設計図書において、施工方法等を指定することができるが、設
計図書に施工方法等の指定をしていない場合には、受注者は、
自己の責任において施工方法等を選択するものとし、発注者が
施工方法等の選択について注文をつけることは許されない。こ
のため、契約後に施工方法等の選択について発注者が注文をつ
ける必要が生じた場合には、発注者は、第１９条の手続きに
従って設計図書を変更して、必要な施工方法等の指定をしなけ
ればならない。

3.5 留意事項（自主施工の原則）
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○臨機の措置（契約書第26条の1項、2項）
・災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければ
ならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ監督
員の意見を聴かなければならない。
・また、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない

○施工計画書（共通仕様書1-1-4）
・工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順（工事工程）や工法
（施工方法、安全管理）等についての施工計画書を監督職員に提出しなけれ
ばならない。

○工事中の安全確保（共通仕様書1-1-26）
・土木工事安全施工技術指針等を参考にして、常に工事の安全に留意し現場
管理を行い災害の防止を図らなければならない。
・工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎等の改善
を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケー
ション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
・労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安
全を確保しなければならない。

3.5 留意事項（事業者の責務）
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労働安全衛生法（第３条３）

建設工事の注文者等仕事を他人に請け
負わせる者は、施工方法、工期等につ
いて、安全で衛生的な作業の遂行をそ
こなうおそれのある条件を附さないよ
うに配慮しなければならない。

工事請負契約書（第１条３）

仮設、施工方法その他工事の目的物を完
成させるために必要な一切の手段につい
ては、この契約書及び設計図書に特別の
定めがある場合を除き、乙がその責任に
おいて定める。

工事請負契約書（第２６条）

乙は、災害防止等のため必要があると認
めるときは、臨機の措置をとらなければ
ならない。

監督職員は、災害防止その他工事の施工
上特に必要があると認めるときは、乙に
対して臨機の措置をとることを請求する
ことができる。

注文者は、その受注人に対し、当該仕
事に関し、その指示に従って当該受注
人の労働者を労働させたならば、この
法律又はこれに基づく命令の規定に違
反することとなる指示をしてはならな
い。

労働安全衛生法（第３１条の４） 臨機の措置

3.5 留意事項（発注者としての留意事項）
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3.6 生産性向上の取り組み（背景、課題）

29%

30%

8%

33%

当初から赤字覚悟

工程上の障害等

資材・労務費の上昇

その他

採算がとれなかった理由は、大きく以下の３つにわけられる。
① 入札段階 （当初から赤字覚悟）
② 施工段階 （工程上の障害等）
③ 精算段階 （資材・労務費等の上昇）

出典：全国建設業協会の２県協会
のアンケート結果による

※ １３３件の工事に対して調査
（複数回答のため、回答総数は２５０件）

具体的な問題・要望
・ 地元調整が滞っていたり、図面と現場が異なってい
た等の理由で着工が遅れた。
・ 協議事項については速やかに回答が欲しい 等

具体的な問題・要望
・ 施工させておいて、変更時に「金がな
い」というのはアンフェア
・ 変更理由を詳しく説明して欲しい 等

課題：
生産性向上



3.6 生産性向上の取り組み（三者会議）

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者（設計担当・工
事担当）、設計者、施工者の三者による『三者会議』を実施し、設計思想の伝達
及び情報共有を図る取り組み

発注者

（設計担当、工事担当）

設計者 施工者

三者会議

設計思想の伝達

全体調整

設計図書への質問

新たな技術提案

やりとりの例
・設計の考え方の説明（設計者）
・照査結果の報告（施工者）
・関係機関との調整状況等

（発注者）

施工者

設計者

発注者

※工事着手前

32
※沖縄での実績→H21（30件），H22（30件），H23（48件）

【H12年度】中国地方整備局において試行
【H19年度】約1,500件で実施
【H20年度】約2,000件で実施
【H21年度～】重要構造物全てで実施
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受発注者で問い合わせ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応すること

により、待ち時間を最低限に抑える取り組み

国民

施工者 発注者

●工期短縮によるコスト縮減
●企業の経営向上

●業務能率向上

●経済効果（インフラの早期完成）
●国民満足度の向上

●施工品質の向上

●受発注者双方の意識改革
●経験や技術力の伝承

【平成18年度 】 北海道で１５件の試行工事を実施
【平成19年度】 全国の直轄工事約2,500件以上で実施、フォローアップ
【平成20年度 】 フォローアップ結果を踏まえて、さらに対象工事を拡大
【平成21年度 ～】 全国の河川・道路の全ての直轄工事で実施

施工者
相談

回答
発注者

●目的意識の明確化（工事期間短縮が施工者、発注者、
ひいては国民に良い効果を導き出す）

●発注者と施工者の情報共有（連携強化）

3.6 生産性向上の取り組み（ワンデーレスポンス）



3.6 生産性向上の取り組み（設計変更審査会）

設計変更の手続きの透明性と公平性の向上及び迅速化を目的として、発注者と
請負者が設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う取
り組み

・設計変更の妥当性審議

（設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ活用）

・設計変更手続きに伴う

工事中止の判断等

設計変更、先行施
工承認に反映

・（技）副所長

・工務課長

・主任監督員

等

・ 現 場 代 理
人

・ 監 理 技 術
者等

設計変更審査会

やりとりの例

・用地取得難航による施工方法の変更協議
・地下水位の変更に伴う土留め工法の変更
・天災等に伴う工事中止の判断及び中止に伴
う増加費用の協議

施工者出張所等

事務所副所長等

工事発注担当課

施工者 発注者

※工事施工中

【H17年度】関東地方整備局において試行
【H20年度】全ての整備局等で体制等の整備
【H21年度】工事区分によらず対象にするなど、対象
範囲を拡大
【H22年度～】軽微なもの以外は対象
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3.6 生産性向上の取り組み（情報共有システム）

公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データ
の作成支援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを通じて公共工事の受発注者にレンタルする事業
者のことであり、ここの事業者が提供するサービスを活用することにより効率的に情報共有する。

○情報共有システム試行工事件数
H22年度 2,035件 ⇒ H23年度 3,292件 （伸率1.62）

監督員

発注者
契約・工務職員等主任監督員総括監督員 現場代理人

受注者

共有書類管理機能

スケジュール管理機能 ワークフロー機能書類管理機能掲示板機能 発議書類作成機能

工事書類等出力・保管支援機能

データ活用

工事情報共有システム

データ活用

蓄積・共有
蓄積・共有蓄積・共有

蓄積・共有

データ活用

監理技術者等

受発注者間のスケジ
ュール調整の効率化

協議経緯、協議
内容の共有

施工・施工管理、
工程管理情報
の一元管理

承認、確認行為
の時間短縮

二重入力を排除
した帳票作成

工事帳票等取りま
とめの負荷軽減

電子データによる検
査・検査準備作業の
効率化

上流工程情報（調査、設
計段階の情報）引継ぎ

業務改善目標
凡例

蓄積・共有

機能名称

工事基本情報管理機能

蓄積・共有

帳票データファイル入出力機能

システム管理機能

共有サーバ間、
関連システムとの

データ連携

データ活用

ワンデーレスポンス
等の円滑な実施

ワークフロー機能

書類管理機能

35

※沖縄総合事
務局ではASP
方式でなく、自
前サーバー方
式で、原則全
ての工事で実
施。
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大部分の工事書類が整う

時期に作成

【必要な工事書類の作成・提出】

・施工計画書に始まり、特記仕様書、共通

仕様書等に基づく工事書類を作成し、監督

職員へ提出

・契約変更に係る資料の作成・整理

提出書類のほとんどが紙ベースの資料）

・完成検査用及び受注者自身のために紙ベースでと
りまとめ、２部作成

【電子成果品の作成・納品】

受

注

者

発

注

者

契約 完成 完成検査
工事の施工

電子デ－タ化

紙で納品

電子で納品

とりまとめ

① そもそも提出する工事書類が多く、
処理に必要な単純作業も多い

② 設計変更に係る資料の作成ル－ル
が不明瞭

③ 電子納品する工事書類が
工事毎にまちまち

④ 紙と電子の大量の
二重納品の発生

発注者と

電子納品協議

電子成果品の作成

（完成検査対応）

【工事完成図書（＝検査書類）の作成・納品】

3.6 生産性向上の取り組み（工事書類の作成に係る課題）
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1．提出する工事書類等のさらなる簡素化・削減

・「平成２１年度土木工事書類作成マニュアル」の作成（北陸では「現場必携」の作成）、

「平成２２年度 提出書類（工事関係書類一覧表）」の見直し、「平成23年度４月共通仕様書」の改訂

２．情報共有システム（ＡＳＰ）の活用による工事書類の電子処理化の実施と、

紙で提出させないことの明確化による工事書類の削減

・工事書類の処理（提出、発議、決済）をインターネット経由で実施することで、受注者の単純作業（印刷、移動、
整理等）を排除。H22.9「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」を策定し明記。

【課題①】：提出する工事書類が多く、処理に必要な単純作業が多い

１．「設計変更ガイドライン」等に基づく資料のル－ルづくりを検討

・変更根拠資料・変更図面・変更数量計算書等において作成者や必要資料の明確化等の検討による改善

【課題③、④】：電子納品する工事書類が工事毎にまちまちであり、紙と電子の二重納品が発生している

１．電子納品のガイドライン・基準等の見直しによる二重納品の排除

・「電子納品等要領運用ガイドライン【土木工事編】」、

「工事完成図書の電子納品等要領」 、 「デジタル写真管理情報基準」 の基準の改訂（H22.9）

２ ． 情報共有システムの活用と電子検査の実施による業務改善の実施。

・H22.9「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」を策定

【課題②】：設計変更に係る資料の作成ル－ルが不明瞭

3.6 生産性向上の取り組み（業務効率化・電子納品等）



「公共工事品質確保技術者（Ⅰ）（Ⅱ）」資格更新講習会

４．発注者支援業務の動向

4.1 平成24年度発注者支援業務の方針
4.2 平成24年度発注者支援業務等の要件
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全業務を「一般競争入札（総合評価落札方式）」

○平成23年度発注者支援業務等について、全て一般競争入札（総
合評価落札方式）で実施

民間企業の積極的な参加による競争性の向上を目的として、平成２１年度
より入札参加資格等の要件について大幅に拡大

○平成24年度発注業務等についても、全て一般競争入札（総合評
価落札方式）で実施

さらなる民間企業の積極的な参加による競争性の確保・向上を図るため、
平成23年度より継続して民間競争入札、及び複数年度契約の試行等を実施

4.1 H24年度発注者支援業務等の方針

「民間競争入札」の導入

○発注者支援業務等においては、｢競争の導入による公共サービスの改革に関
する法律（公共サービス改革法）に基づく民間競争入札｣により実施する。

○民間競争入札の実施に当たっては、内閣府に設置された第三者委員会である
｢官民競争入札等監理委員会｣による入札参加要件等の審議を経た上で実施要
項を定めており、更なる透明性、競争性の確保が期待される。
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・応募要件である業務実績について、発注機関の拡大、業務分野の拡大を行うととも
に、管理技術者の要件を緩和。

（１）企業及び管理技術者に求める実績要件
当該業務分野における技術力確保を目的とした実績（同種・類似業務）重視か

ら、必要な技術力確保を目的とした実績要件への大幅な改善（緩和）をH21年度の業
務発注時に実施済み。今年度も同要件。
・当初→国(当局)の同種業務（発注者支援業務）、過去5年間の同種
・現在→発注機関（国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、大規模
な土木工事を行う公益民間企業）、過去10年間の同種又は類似（発注者支援業務全
般、土木設計業務、調査検討業務、測量業務、地質調査業務 等）

（２） 管理技術者に求める資格要件
一般的に認知されている資格で参加可能としており、基本的にはH22年度と同じ要
件とする。

（３）中立公平性要件
発注者支援業務の受注者と業務の対象工事の受注者等との利益相反を防止するた
め、当該要件に対して必要な中立公平性要件を付する。
・資本面・人事面での制約
・工事に関する事後制限

（４）管理技術者の直接雇用関係
企業と管理技術者の直接雇用関係について、履行期間中の直接雇用関係を求める要
件に平成21年度業務より緩和しており、今年度も同じ要件とする。

4.2 H24年度発注者支援業務等の要件（応募要件等）
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（ア）配置予定管理技術者の資格等＜発注者支援業務＞

4.2 H24年度発注者支援業務等の要件（配置予定技術者）

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）
・1級土木施工管理技士
・土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会１級技術者
・（社）全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保技術者（Ⅰ）又は（Ⅱ）
又は発注者が認めた同等の資格を有する者
・ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る）

（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績
＜発注者支援業務＞

業務内容

業務実績

発注者支援業務等

工事監督支援 技術審査 積算技術

発注者支援※ ●○ ●○ ●○

公物管理補助（発注者支援業務等） ○ ○ ○

ＣＭ業務 ○ ○ ○

PFI事業技術ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務 ○ ○ ○

土木設計業務（概略・予備詳細設計業務） ○ ○ ○

土木工事（監理技術者） ○ ○ ○

●：同種 ○類似

※ 同種(●)は、国、都道府県、政令市、特殊法人等が発注した業務、類似(○)は、その他の機関が発注した業務。
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（ウ）恒常的雇用関係

• 配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）
に本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。

（エ）手持ち業務量

• 予定管理技術者は、平成24年4月2日（平成24年4月2日以降に入札公告を行った業
務については、当該公告日）現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契
約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。さらに、複数年
契約の業務の場合は、当該年の年割額とする。以下同じ。）が4億円未満かつ10件
未満であること。

• ただし、手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務にお
ける主任担当者及び担当技術者、補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務における主任担当者及び担当
者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む）となっている契約
金額が500万円以上の業務をいう。

• 平成24年4月2日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
業務等（港湾空港関係を除く。）で調査基準価格を下回る金額で落札した業務が
ある場合には、手持ち業務量の契約金額を４億円未満から２億円未満に、件数を
10件未満から５件未満にするものとする。

4.2 H24年度発注者支援業務等の要件（配置予定技術者）
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• 担当技術者の資格要件については、特記仕様書に記載。

業務種別 資 格 要 件

工事監督支援

技術審査

積算技術

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）
・技術士補（建設部門）
・一級又は、二級土木施工管理技士
・土木学会特別上級技術者、土木学会上級又は１級又は２

級技術者
・（社）全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保

技術者（Ⅰ）又は（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格
を有する者

・ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に限る）
・地方公共工事品質確保促進協議会会長が認定した支

援管理技術者Ⅰ又はⅡ（業務により異なるので特記仕様
書を確認）

・同種又は類似業務の実務経験が１年以上の者
・河川又は道路関係の技術的行政経験を１０年以上有する者

＜【参考】発注者支援業務の要件＞

※ 各業務の特性等
により右記要件と異
なる要件とする場合
もあります。
詳細は、各業務の

特記仕様書によりま
す。

4.2 H24年度発注者支援業務等の要件（担当技術者）
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